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Resiimee   

0lmedasstillschweigendeMitwissen（Mittun）oderdieGleichgtiltigkeitderbreitenBev61keruflg・（nichtnur  

der deutschen），die eben weder T嵐ternoch Opferwar，h飢te es keine Nationalsozialismus geben k6nnen．  

DieseEinsichtverlang・tVOnunS，das，≫wasgeschah≪，alseinZusammengesetztesausdem，WaSgeSChah，  

unddem，WaSgeSChehenlieB，Zubetrachten．Gerade darinisteinUnterlassungsgedankeentstanden．  

IstUnterlassenSchuld？WieweitistUnterlassenSchuld？DieBeantwortungistnichteindeutig，und，WaS  

mantutundwasmantunl占．Bt，SindzwarimallgemeinenmoralischenUrteilganzverschieden．Esistaber  

m6g・1ich，die beiden Urteilen als Kontrabegriffe herauszubilden．Zum Beispielentsteht die  

Wasserveschmutzung，Weilder betreffende Unternehmer keinen Filter eingebaut hat．Die Konsequenten  

entstehtinfolgedessen zugleich ausdemHandeln dereinen unddemUnterlassenderanderen．In derTat  

impliziertpassivesUntatigbleibenftirdasGeschehenlassen，dassdieVerleugnungdesWissensSchuldist．  

加害者でもなく犠牲者でもない広範囲に及ぶ住民（ドイツ人だけではなく）の黙認する関知（協力）と無関心が存在  

しなかったならば、ナチズムは生まれえなかったであろう。このことは、『起こったこと』を起こったことと起こるが  

ままに放置したこと（起こらなかったこと）の複合体として考察することを要求してくる。まさにこの点に、不作為と  

いう考え方が生まれた。   

不作為は罪なのか、いかなる範囲で罪なのか。これに対する回答は一義的ではなく、また、することとするがままに  

放置することはたしかに一般的な道義的判断では別種のもので異種的である。しかし双方を対概念へと形成し造型する  

ことは可能である。例えば環境問題。水の汚染は、当該企業が浄化装置を導入しなかったから生じたのであり、した  

がってその諸結果は、同時に一方の行為ともう一方の不作為から生じる。じっさい、起こるがままに放置することに対  

して消極的に洪手傍観するということは、知の否認が罪であることを暗示している。  

Schltisselbegriffe：WaSmantutundwasmantunlaBt（為すことと為すがままに放置すること），  

UnterlassenundGeschehenlassen（怠慢と起きるがままに放置），Schuld（罪），  

VerleugnungdesWissens（知の否認），Nationalsozialismus（ナチズム）。  
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らず、国連安保理による合意形成が出来ず、「適切な対  

応を怠った」ために、住民虐殺を「見過し、必要不可欠  

な対応を取らず、ルワンダを見捨てた」旨を自己批判し  

た（5） 。「世界の機能不全」（ウィーン「ディ。プレッ  

セ」紙（6））の現状認識である。「或る紛争には積極的に  

介入しているのに、手を挟いていることを恥じざるを得  

ない多くの危機に無関心であるように思われていること  

にどう対応すればよいのか」（7）。その後、アマンが寄  

稿した「新しい問いに対する新しい考え方」を求める見  

解である。そこにはルワンダとスレプレニッツァの大虐  

殺は、これを阻止すべく「行動しなかった結果」（7）で  

あるという独特の反省と把握の仕方が提示されていて、  

ここにも「不作為」が問われていることは明白であろう。   

さらにもう一例。賛否両論を惹き起こし、また、未解  

明の部分を含んではいるが、セルビアでのミロンェ  

ヴィッチ政権による住民虐殺に対して、99年春NATO  

が踏み切った「軍事介入」は、やはり根本に「支援の不  

作為」を自覚したものであった。以上三事例が示すよう  

に「放置か、介入か」という選択肢は、今日国際的規模  

で生じる問題に対する解決方法の争点をなすに至ってい  

る。この争点を精神史の次元で考え直すものとして、ナ  

チズムによる「ホロコースト」に対して戦後ドイツ人が  

自己批判するなかで創出した問い、つまり「不作為は罪  

か？いかなる範囲で罪か？」という問いかけは、掘り下  

げて考察するに値する。本稿は、まず、この間いをドイ  

ツ大統領の著名な演説から析出し、さらに、その思想的  

な幅を追求するものである。  

はじめに   

1996年12月スイス政府による委託とともに発足した、  

歴史家を中心メンバーとする「独立専門委貞会」であっ  

たが、ドイツ語紙のみならず、日本の各紙でも報じられ  

たように、『ナチズム時代のスイスと亡命者（避難民）』  

（1）を研究する「ベルジュ報告書」が1999年12月10日に  

ようやく公表されるに及んだ。360頁に及ぶ浩翰な報告  

書は、第二次大戟中スイスに亡命を求めながらも国境際  

で入国拒否された人々に関する歴史的な実証を積み重ね  

てゆき、「結論」の最終行で次のように的確に問題提起  

をする。「もしスイスがもっと人道的な政策をとってい  

たならば、何万人もの人々をナチズムとその追随者によ  

る殺害から救うことが出来ていたであろう」（2）と。よ  

り詳細に言えば、「スイス政府はナチス。ドイツの占領  

地に強制収容所が存在し、スイスに入国出来ないユダヤ  

人が殺害される可能性が極めて高いことを知ニセいたた  

も拘わらず、1942年に原則として亡命者の受け入れを最  

小限に留めることを決定し、44年までこれを綬和するこ  

とがなかった。」（3）これは、「不作為」の立証に他なら  

ない。この報告書を受けて、スイス大統領は、「いかな  

ることによっても償うことの出来ない」当時の亡命者政  

策の誤りに対して謝罪を表明した（4）。   

もうひとつの事例を挙げよう。94年アフリカ中央部ル  

ワンダで少数派ツチ族住民約80万人が虐殺された問題に  

関する、国連委託の独立調査団による報告を受けて、99  

年12月17日、国連事務総長コフィー。アマンは、事前防  

止のための情報と勧告を各方面から受けていたにも拘わ  
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Ⅰ．   

1．「不作為の罪」－ヴァイツゼッカ国演説の核   

心と、もうひとつの「作為」  

第6代独大統領ヴァイツゼッカーによる戦後40周年記  

念演説（「5月8日演説」、1985年）（8）は、「ユダヤ人虐  

殺」に関して主に何を問題にしたものなのか、彼は、い  

かなる問題提起と解答を与えているのか－－この間いに  

明確に答えるものを考えたい。これは、ドイツにおいて  

も同演説（並びに、その後の演説活動）に直接的に即し  

た形では、筆者の知る範囲では、奇妙なことにほとんど  

見られないからである。その演説の眼目は、つぎのよう  

に二つの事柄へと要約して取り出すことが出来るであろ  

う。  

（1）ユダヤ人迫害の進行中に、これに「目をつぶった」   

こと、  

（2）ユダヤ人迫害の結果が「ホロコースト」として明ら   

かになったとき、これを「知らなかった、うすうすと   

感じることさえなかった」と異議を申し出たこと。（9）   

土ゐ三ちゐ土主がその演説によって言われている。こ  

のように二つが相重なり、結合することによって、出来  

事が浮き上がり凍結されてしまうという問題、これを、  

国家元首の演説は提起している。国民の「沈黙」を国家  

権力との共犯として問題提起する。ユダヤ人大量虐殺に  

至る過程での種々の出来事（10）に「消極的に同調し」、  

「黙認した」ということ（ヤスパースのいわゆる「道義  

的な罪」）、それが、（1）。さらに、大量虐殺の全容が明ら  

かになったとき、「知りませんでした」と対応すること、  

これが、（2）。   

以上の二点をよく考え直すならば、「起こったこと」  

を考えるに当たって、「起こらなかこたこと」を不断に  

組み合わせて考えるというあり方が見えてくる。もっと  

突っ込んで言えば、「起こったこと」と同時に「起こら  

なかこたこと」（「起こるべくして起きなかこた（ausq  

bleiben）（11）こと」）を組み合わせて同時進行すること  

として提示し、この双方によってこの歴史的な出来事に  

対峠しているのである。このことが、彼の演説の核心と  

独創である。「なぜホロコーストは起きたのか？」とい  

う問いに対して歴史家の研究は積み重ねられており、今  

後も研究されるであろう（12〉が、多くのドイツ人市民の  

協力と同調と黙認が関わっていることの洞察、この洞察  

を母体として「不作為」という考え方が生まれる。   

こういう考え方に対して「不作為」など、所詮「作  

為」を前提したものであり、それへの「補充」であり、  

二義的なものに過ぎないという反撥は直ちに起こり得る  

であろう。しかし翻って、「なぜ起こったのか？」とい  

う問いに対して、「止あなかこた」から「起こり、起こ  

りつづけた」のだという解答は、単純明解でもあり、ま  

た、或る思想的な次元を指示してくれる。出来事が出来  

事として「起こるがままに放置」（geschehenlassen）  

したということ、このことである。このありかたを、ど  

のような精神史の文脈へと展開するか、こういう課題が  

生まれる。   

もうかとちの文脈から直裁に言えば、究極的には、あ  

の出来事が由止され査い止あられるべ畠セあこたという  

ことである。「ホロコースト」の唯一独自性を念頭にお  

きながらも、問題を敢えて一般化すると、つぎのように  

なる。  

（1）出来事の進行中における「傍観と座視」、  

（2）出来事の終了時点における「知の否認」。   

この精神的な現象を我々は、「知と意志の不作為」と  

して捉えたい。そして「為すべきことをしなかった罪」  

（Unterlassung・SStinde）という場合、その「為すべ  

きこと」として、もうひ去らの、あり得る、あり得たセ  

あろう「作為」を思考するのである。つまり、「作為」  

と「不作為」を対概念として考えて、双方を対置させ、  

次のように、三段階の範疇化（13）を設定することによっ  

て初めて、問題連関の全貌が見えてくるであろう。すな  

わち、  

主客未分   客観的形態   主体的な形態   

仏）  （1）不作為  （2起きるがままに放置  （3）消極的な披手傍観  

Untel，1assen  Geschehenlassen  PaSSivesUntatigbleiben   

但）  （1）作 為  （2）行 為   （3）積極的な介入  

Tun   Handeln   aktives Intervention 

（Eingreifen）  

このように、「不作為」それ自体を分節化して、客観  

的形態と主体的な形態にまで、自覚を深めて徹底化する  

と、ようやく問題の全貌が見えてくる。特に、第二段階  

をなす客観的形態の論理的な段階にまで行けるか否か、  

これが要点であった。私は、先の論文「罪責問題。その  

哲学的展開」（14）の最後で、「不作為」の客観的な表現  

を、「起きるがままに放置することに対して、技手傍観  

すること」（passives Untatigbleiben ftir das  

Geschehenlassen）として対象化することに辿り着い  

ていたが、これを成果として、更に進めて、このように  

三段階の論理的な進展形態を設定することにしよう。   

この場合「不作為」は、いわば主客未分の形態として  
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した社会学者ヘルムート。ドゥビールは、その著『誰一  

人として歴史から自由ではない』（1999年）（23）におい  

て、この連関を特に指摘する。つまり「連邦共和国の政  

治体制へと民主主義的な文化が成育するのは、ナチズム  

の過去の記憶が受け容れられる余地が開かれる程度に応  

じてである」（24）という命題を提起するに至った。また、  

逆説的にも「過去がかつてないはど、いや増しに現前し  

ている」と指摘することによって、戦後二世代を経るこ  

とによって初めて「最大の悪を直視する」精神がドイツ  

のみならずヨーロッパで今日可能となったと自己認識す  

るのは、「記憶に名前を与えよ」（1998年）（25）と呼びか  

ける歴史家ザウル¢フリートレンダーである。このよう  

に「想起の文化」の形成へと向かう、同時代ドイツ。  

ヨーロッパのあり方は、追求し確定するに値するであろ  

う。哲学プロパーの主題としては、「想起。忘却。赦  

し」（26）という現代固有の分野が拓かれてもいる。   

しかしその追求に先立って我々としては、「何も知り  

ませんでした」という「知の否認」、これが、ドイツに  

おける戦後精神史の「起点」、しかも、克服されるべき  

絶対の「負の起点」であることを確認しなければならな  

い。この精神形態が解体されない限り、ドイツにおける  

「戦後」の始まりは存在しなかった。これは、「あのこ  

とには何ひとつ関わり合いたくない」という、優に一個  

の「意思表明」を意味するからである。1920年生まれの、  

戦中世代に属するヴァイツゼッカーが、「知るべき事柄  

が存在するということを知らなかったのだから、私は何  

も知らなかったのだ」と抗弁する戦中派の立言に対して、  

「これに関して言い争おうとは思わない」と留保しなが  

らも、「自分が何を知っていたのかということが問題な  

のではない。自分の具体的な生存条件に応じて、知ろう  

とすれば細島土塞が出来た（h昆ttewissenk6nnen）事  

柄が存在し、知ろうと欲Lた（wissenwollte）事柄が存  

在し、それが何であるかという問題である」（27）と、  

「接続法」の形で提起する定式が注目に催するのである。  

それは、「ホロコースト」という形に立ち至る、いわば  

途中駅への立ち会いという「知」を問題とする視点の提  

示である。   

そして、他ならぬ「知の否認」が、厳密な意味におけ  

る刑法上の「犯罪」（Verbrechen；Crime）とは区別され  

て然るべきものとして、「罪」（Schuld；Sin）というもの  

ではないのかという問い（28）がヴァイツゼッカー演説に  

は響いている、と引き出そう。「知の否認」が「罪の生  

成」と連関しているのではないかという問いかけは、  

「罪」という範暗がこういう特有の、実質を帯びたかた   

存在する。「為すべきことを為さなかった」ということ、  

その含意は、「為すべきこと」という客観的な規範と  

「為さなかった」という主観との叡酷という形をとった  

混合体が存立していることを見ることが出来る。その意  

味において、主客未分である。これに応じて、さらに客  

観的な形態として、一方に「起きるがままに放置」を析  

出し、同時に、他方に、主観的な形態として、「技手傍  

観」を析出することが出来るのである。「作為」もまた、  

「為すべきことをする」という意味で、二重性を成して  

いる。（15）   

この場合、単純化を怖れずに定式化するならば、「悪  

の作為」対「出来る限りの善の怠慢。不作為」（18）とい  

う構図を提示すれば、事態はさらに分かりやすくなるで  

あろうか。スピルバーグ監督作品映画「シンドラーのリ  

スト」（1994年）と絡めて表現するならば、「助けたドイ  

ツ人」と「助けられたユダヤ人」ではなく、「助けな  

かったドイツ人」と「助けられなかったユダヤ人」が主  

題とされてくる。明らかにヴァイツゼッカー演説は、  

「出来る限りの善の怠慢。不作為」を描き切っているの  

である。彼はさらに93年に「白バラ50周年記念演説」  

（17）で、ナチズム体制の進行と浸透に対して「抵抗」し  

たショル兄妹たちの精神を考察したが、目下のところむ  

しろ重点は、数々の「不作為」の累積を想起して蓄積し  

内面化することを「あの時代を成人として身をもって体  

験した人々」に対して求めるという、大統領としての職  

責を自覚した訴えに置かれていたのである。   

この点で、1980年代に入ってドイツで形成されてきた  

「想起の文化」（Erinnerungskultur）（18）の経験とし  

て、戦後40年周年が画期点を形成していると、判断出来  

るし、さらに、10年間に及んで続けられ、今年6月国会  

決議によって可決された、ベルリンでの「ホロコースト  

慰霊碑」建立に関わる論争も、その論争記録が詳細に検  

討されるべく公刊されている（川）。戦後50周年における  

出来事も、その後『テキストとしての戦争』（クラウス  

。ナウマン）（20）や『我々は歴史から学び取った』（ヤ  

ンーヘルガ。キルシュ）（＝）という研究へと結実してい  

るのである。   

そればかりではない。例えば、先に我々が考察したよ  

うに（22）、カール。ヤスパースが終戦直後に開示した、  

特に「不作為」という意味における「第三帝国下での罪  

責の承認」と「ドイツ連邦共和国の民主主義的な文化」  

の展開とが不可分に結合しているという洞察、このこと  

の実証と解明に向けて、ドイツ連邦議会の戦後50年間に  

及ぶ、大部の議事録、これを研究対象として初めて開拓  
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る。したがって第二に、「作為の罪」と盆理的に同等  

あ仕直を占めるあり方の構想であり、これは例えば、実  

践哲学者クルト。バイエルツの追求のように（34）、近代  

的二古典的な「責任概念」に対する現代の「責任概念」  

の追求と構築に際して、「首尾一貫して結果に重点を置  

く考え方」に立って、「不作為が作為と同程度の広範な  

翻善果をじっさいに持ち得る社会的な諸条件」を考慮に  

入れれば、明らかに成立する。例えば、環境汚染の場合、  

それらの諸結果は、一方における「作為。行為」と、予  

防的に当該企業が嬉過装置を導入Lなかこたり、当該政  

府が厳しい法案を貫徹しなかちたということ、つまり、  

「起きるがままに放置する」という「不作為」、これら  

二つの構成要素によって成り立っているとして、再構成  

することが出来るのである。そして、責任概念の再構成  

は、すぐれて「社会的な構成」というあり方をとって来  

ざるを得ない。（36）  

第三に、「不作為」を「作為あ尭」■よらも上痘壷占あ  

る論理的な比重を置こうという理論構成である。この考  

え方が、我々の見るところでは、最も注目すべき思考実  

験である。   

これは、ナチ時代の数百万人の殺害は大方が、  

一意識的意図的に悪を欲した犯罪者によって起こった  

わけではない、  

ということを考える立場である。あの犯罪は、例えば、  

一殺人の快楽に基づいて行為する犯罪者によっても、  

一己れの近隣諸国民に対して意図的に危害を加えよう  

と欲した犯罪者によっても、  

一神秘的にイデオロギーによって教化され、道義的な   

現実に対して盲目であった犯罪者によっても、生じ  

たわけではなかった。大部分を占めたのは、むしろ、  

一欲求に加わろうとする（「オオカミと一緒になって  

吠える」）こと、  

一盲目的に服従しながら、良心と個人の責任を犠牲に  

したこと、  

一感情のこわばり、  

一見てみぬ振りをすること、  

一何も考えないこと、  

一極度に私的な狭い幸せに閉じこもること  

であった。要するに、悪が生じたのは、人々が悪として  

の悪を欲したからではないという考えであり、これは、  

漠然と流布しているナチ犯罪と「戦争像」に変革を迫る  

視点である。「悪」の出現はむしろ、「不作為」それ自体  

を発生源としており、「無関心」からであり、「不参加」  

という立場からである、と捉えられる。このように考え   

ちで「現代」に生きているという、まさに「発見」へと  

我々を導いてくれている。古来からの「罪」という概念  

が20世紀の現代において「政治と罪」「政治と罪責」と  

いう主題で、政治の領域に大きく入り込んできており  

（29）、この事態の解明が要求されるのである。   

以上のような意味で、我々としては、「不作為」とい  

うことを、慮割勺た、つまり体系的たも塵如痛も考え  

る土とが求められ為。たんに「悪」が問題であるばかり  

ではなく、明確な「悪としての悪」（30）の形態を取らな  

い「悪との共犯の円環」（31）が重要であり、「不作為」  

は、罪のピラミッドのうち、いわば最底辺の位置を占め  

ており、むしろ、「無実」（Unschuld）に近いものであ  

ろう（32）が、その「無実」に近い精神構造をかえって、  

最大ゐ「罪」としてつかみ直し、それを産み出す精神桟  

道の自己変革に「戦後」への、したがって未来への展望  

を獲得してゆくというのが、ヤスパースにもヴァイツ  

ゼッカーにも見られる志向性である。   

ところが、ここに極めて厄介なことに、その「不作  

為」たるや、やはり一般的な道義的判断としては、「作  

為の罪」よりも、はるかに罪が軽いものとして見なされ  

ているものである。例えば、次のように二つの例を対置  

してみよう。  

（1）「他者に故意に嘘をつくこと」、  

（2）「大事なことを黙ったまま、他者が思い違いをして   

いるのを放置すること」。   

前者が「作為」であり、後者が「不作為」である。他  

者に対する悪意ある「危害」を加えることと、他者（の  

誤り、困窮）に対する「無関心」を決め込む一例である  

が、通常、後者よりも前者の方がはるかに厳しい道義的  

な判断を受けるのであり、後者に対する「独断的な定  

説」の突き崩しと主題的な考察を必要とし、双方に対す  

る道義的な判断の比重をどのように重点移動してゆくの  

か、本稿の課題も、そこに存する。  

2．「不作為」研究の方向性と展望、その論理的な  

位置  

そこで、「作為の罪」の進行に対して「不作為」が   

どのような論理的な関係を担い得るのかという問題に  

進もう。第一に、直ちに考えられるのは、「作為の  

罪」に対して、これを「助長し促進する」（3さ）という  

位置であり、これが通常よく「傍観社会」の出現とし  

て日常的にも考察されているあり方である。問題は、   

ここからどのような論理構成が可能かということであ  
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直すならば、悪の反対が、つまり探求されるべき道義が  

何であるかは、明瞭である。悪の反対は、もちろん「無  

関心」でもなければ、「他者に対する危害を加えまいと  

すること」でもなく、  

一積極的に他者に向き合うこと、  

一気遣い、  

一隣人愛、  

一比較的大きな文脈における、自分自身の分担責任を  

承認すること  

である。以上のように考えるのは、政治学者ゲジーネ血  

シュヴァンの労作『政治と罪責』（1997年）（36）である。  

これは、「ナチ時代に犯された罪の沈黙が戟後において  

引き続き、民主主義体制に対して破壊的に作用している  

様相」を考察した成果を踏まえて、提起されることであ  

る。  

こういう方向に「不作為」の展開可能性を方向づける  

努力も試みられていて、そして、我々もまた、このよう  

な展望を見据えながら、「民主主義体制の活性化」（37〉  

の課題へと接続し考察してゆくことが出来るであろう。  

句にまでなっていた表現は、70年代終わりには、「ごく  

稀」になってきた。もちろん最初は「知らなかった」で  

あるが、それは、「そのことに関わり合おうと思わな  

い」ということを意味しているのだと、彼は解釈し、事  

実、「最初のぶっきらぼうな否認」（40）から、次いで、  

違ってきてくるという「前書き」をケンボブスキは、書  

いている。敢えて整理されることのないままに公刊され  

ているが、そのなかから我々の主題に関わる声を何点か  

拾い上げてみよう。  

【「いいえ。そんな衝撃的なことは、信じたことがありませ  

んし、そんな衝撃的なことは、いっまでも覚えていたくありま  

せん。（1894年生まれの郵便配達人）（41）  

ー「私たちドイツ人に対して非難されることは多くの人に  

とって正しいのですが、しかし、多くの人にとってはまた、君  

たちは知っそし■、たた姦し■、ない－看たちは何と言っても収容所  

のすぐ近くにいたのだからという非難は、正しくありません。  

これは、答えにくいものです。私は、アルンシュクットに住ん  

でいました。ワイマールから40キロのところですが、ブッヘン  

ヴアルトのことは何ひとつ知りませんでした。   

私たちは、ブッヘンヴアルト収容所が存在していることは  

知っていましたが、そこで何が起こっているのか、……そのこ  

とは外界から実際遮蔽されていましたので、なに一つ聞こえて  

きませんでした。何があるのか知っていた人たちは、自分の身  

が危なくならないために、もちろん何ひとつ語りませんでした。  

（1925年生まれの高等学校教諭）（強調点は、引用者、以下同  
じ（42））  

3．  

マックス。ブランク研究所所長フーベルト。マルクル  

（1998年2月、同研究所創立50周年記念）は、今日の歴  

史意識を次のように自覚的に表明している。「終戦と全  

面的な体制崩壊の後50年以上経て、こういった自己研究  

の時は終わったと考える人は、私見によれば、思い違い  

をしております。その反対に、過ぎ去ったのは、ただ、  

恥ずべき沈黙（Schweigen）の時代であり、悔悟なき隠  

し立て（Verschweigen）と手心を加えた黙殺  

（Beschweigen）と、終戦直後の忘れようと欲する時代  

だけであります……」（38）  

ー 「彼らが労働収容所にやって来たことは、知っていました  

が、彼らが殺されたことは、知りませんでした。このことを初  

めて知ったときにはもちろんショックでした。多くの人々はた  

ぶん、知ろうと欲する土ょかなかこたnichtwissen、，。11en  

habenのでしょう。追いやっていたvonselbstwegschieben  

のです。（1924年生まれの警官）（＝）  

－「ユダヤの屋を付けた人がやって釆たとき、私はたいへん  

気まずい思いがしたことを知っています。人々は、その光景を  

知ろうとすることも見ようとすることもしなかこたniclltS  

davonwissenundsehenwollte。私ほそこで自転車に乗っ  

て追いかけて、その人が去って行くのを見ていました。人々は  

堅固な価値観を持っていず、そこで何を始めるべきなのかを知  

りませんでしたし、より正確なことは、私には分かりませんで  

した。ユダヤ人、それは無であり、彼らは中傷されるのです。  

ただ家では人間を尊敬すべきだと教えられていましたが。   

そんな人がこんなに特別視されることで、何に堪え忍ばなけ  

ればならないのかは、私には分かりませんでした。ペダルに  

いっそう力を込めて見なし－、ように目を背けるこ主we甲uClくeno  

身喧ぬ土ろいうようた痘式イヒする土とが出来ませんセした。ぼ  

んやりとした人間感情でした。（1928年生まれの教師）（44）   

3－1．「あのことで、あなたは何を知っていまし  

たか－ドイツ人の回答－」  

作家ケンボブスキによる仕事、『あなたは、あのこと  

で何を知っていましたか－ドイツ人の回答－』（39）  

と超する本、そのアンケート調査の動機は、「ドイツ人  

は本当に知らなかったのか」、それとも、「驚愕を隠すた  

めに反抗的に拒絶しているのか」に関心を抱いたという  

ことから。これは、よく分かる動機である。  

「あのこと（強制移送列車、強制収容所、ガスによる  

殺人）は何一つ知らなかった」という、終戦直後に慣用  
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黙が始まった。というもの、傍観と沈黙とは緊密に結合  

するのだから」。これに対して「古くからの約束、古く  

からの人間の要求、証言すること、不幸から記憶を奪い  

取ること」を対置するのである。（47）   

そして依然として「かくも驚くべき複雑な過去は根本  

的な研究を要求しており、学問と文学に対するおそらく  

かつてなかった程の、まれなる挑戦を意味している」と  

今日の課題の所在を確認している（48）ことは、留意して  

よいであろう。  

公刊が79年、約300人近い回答者のなか、最後から3  

人目に至って初めてただ一人しか出されなかった声を次  

に聞こう。「1925年生まれの主婦」の声として、「知らな  

かった」と答えるだけではなく、「知らなかった」とい  

うことを「知ろうとしなかった」ことだとっかみ直し、  

つまり「知Wissenと意志Wille」、「知への意志Wille  

zumwissen」の問題だと見て、しかも、その不在と  

不発それ自体を「我が罪pers6nlicheSchuld」として  

感じるという考え方が提起されている。  

Ⅱ．   

4．「起こるがままに放置」という範疇の独自性、   

存在論的な対応物の不在  

「不作為」を記述するに際して、次のように、  

「dasGewissen ablenkenlassen良心が曲がるがま  

まに放置する」、「jemandenimIrrtumlassen他者  

が勘違い（思い違い、間違い）をしているままに放置す  

る」（49）  

と表現する世界が既に開かれている。もっともドイツで  

さえも、こういうように、動詞「1assen」を使って、  

「使役」の意味ではなく、「放置。放任」の意味で使う  

というのは、独特の自覚的な意識が形成されていないと  

出来ないことではある。   

関口存男によれば（50）、「不作為」を日常言語として  

表現するドイツ語としては、次の語群が存在する：  

bleibenlassen，1iegenlassen，unterlassen，1assen，  

ausbleiben，auSStehen（51〉   

今日のドイツ語圏において頻繁に用いられるのが、例  

えば、再発見の賜物であろうが、「この世で生きてゆく  

ことが危険であるのは、悪をしでかす輩がいるためでは  

なく、悪が起こるがままに放置する（geschehen  

lassen）輩がいるからである」（アインシュタイン）と  

いうように、「起こるがままに放置する」という表現で  

ある。ヴァイツゼッカーのいわゆる「良心が曲がるがま  

まに放置する」も、「ドイツ人は犯罪者によって導かれ、  

また、犯罪者によって導かれるがままにみずから甘んじ  

たのです」という表現も、この一種であろう。この「起  

こるがままに放置する」という表現を一個の範疇として  

形成したものとして、次にビルンバッハーの仕事を見て  

ゆこう。   

ー「私が問い合わせたり照会したりする可能性を一度も追  

求しなかったこと、……そのことを、私は1945年以後自分自身  

の罪とLて感じ取ってきました」（45）  

「どれだけ、どの程度知っていたのか、どの程度現実の  

ものとして分かっていたのか」ということは、二義的な  

問題である。ここに、「知への意志」の背後の駆動力と  

して「罪」という特有の考え方が存在していることを見  

届けることが出来よう。  

3－2。「沈黙」の精神史  

我々の文脈にとってフリッツ。シュターンによる「お  

上品な沈黙とその諸結果」（46）と題するエッセイも、見  

過すことが出来ないであろう。これが、1998年という時  

点でもなおかつ講演されているということに注意したい。  

「ナチズムの勝利はドイツ史の完成ではなかったし、ま  

た、事故や偶発ではなかった。それは避けられるもので  

あったし、勇気ある反対者も存在したが、しかし、ナチ  

ズムを助長し促進した多くのことがドイツ史と当時の現  

在には存在した。その一つが、『お上品な沈黙』という、  

ある種の伝統であった」と彼は提起している。19世紀以  

来の、ドイツにおける「或る種の伝統」の所在が素描さ  

れる。例えば、フランスのバルザックやイギリスのディ  

ケンズが自国と自国の諸階級を仮借ない厳しさで描写し、  

安楽のうちにたゆたう、社会の金銭欲に走る非人間的な  

同時代人に対して告発したのに比して、ドイツ文学は、  

これを持たないというのである。つまり現実の「過小評  

価」という傾向である。   

彼は、「沈黙ほ人類に対する実際の犯罪である」を引  

用しながら、20世紀という「虐殺の世紀」に対して、次  

のような「モットー」を与えている。「人々は悪を見な  

かった、人々は悪を見ようと欲しなかったし、悪行を知  

覚しようと欲しなかった一 そしてこれとともに、沈  
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の全体として16個の命題へと体系化されたものを見てみ  

よう。   

まず彼は、「不作為の基本形」をいっさいの具体的な  

文脈を捨象して、つぎの二つの「記述概念」に求める。  

命題（1）人物Aが行為Hを実行するということが起こ  

らない。  

命題（2）Aは、行為Hを実行することが出来るであろ  

うk6nnten。   

これは、ドイツ語文化圏が蓄積する日常言語「Aが行  

為Hを控える、怠る（unterlassen）」という一文を分  

析して、その含意を析出したものに他ならない。命題（2）  

として、「不作為の可能性の条件」が、「しようとすれば  

することが出来るであろう（1（6nnもen，nicht  

l（6nnen）」という「行為の能力と可能性に対する思考  

の文脈」を根本条件として設定されていることが注目さ  

れなければならない。   

この基本形に対して、まず、「客観」の側からの「期  

待。義務（規範的）。要求（記述的）」の付加による  

「拡張形態」が追求される（命題3，4，5）。この場  

合、「基本形」と「拡張形態」の区別が注目される。先  

の「unterlassen」の場合、ドイツ語文化圏での日常  

言語では、何ら「規範」や「諸価値設定」とは結びつい  

ていないという視点がビルンバッハ一において維持され  

ているのである。「どうぞ煙草はお控えください」  

（Bitte das Rauchen unterlassen！）であり、また、  

法哲学的にも「不作為」は「法秩序によっても、他者か  

らの期待によっても構成されるわけではない」（アルミ  

ン。カウフマン、1959年）（55））からである。つまり、  

英語圏の言う「不作為」、「Omit；Omission」（「com－  

mission，Omission」は、ともに「mission」を前提  

する）とは違うのである。   

ここまでは、比較的容易なことである。問題は、「も  

うひとつの事態Pの出現」であり、これに対する、不  

作為の対応（6，7）が重要である。そして、「主観」  

の観点から「知」による関与（8，9）が確定される。  

これらを総体として、「不作為（Unterlassen）」が記述  

概念として以下のように導出される。  

命題（3）Aには、行為Hを実行することが期待される。  

命題（4）Aには、行為Hを実行することが義務だとみ  

なされる。  

命題（5）Aにはには、行為Hを実行することが義務づ  

けられる。  

命題（6）Aは、Pを抑止。阻止するverhindernであ  

ろう行為Hをしない（unterlassen怠る）。   

5．不作為の基本形と拡大形態の分節化8体系的   

導出【不作為の究極形態  

直接的に第二次世界大戦中のユダヤ人迫害に関してで  

はなく、一状況内存在としての人間を想定して、いか  

なる状況においても、という意味で－「作為と不作  

為」を標題に掲げて主題として追求したのが、ディート  

リッヒ。ビルンバッハー（52）である。彼の業績に依拠し  

ながら、改めて我々も、最も素朴な次元から始まって最  

高度の次元に至るまで「不作為」を考えてみよう。ビル  

ンバッハーの問題意識は、その「緒言」の冒頭に明瞭に  

出されている。つまり、「他者に対して、あることない  

ことを並べ立てることによって、その人を故意に騙すか  

欺く人が、大事なことを隠し立てることによって、それ  

と知りながら他者が勘違い（思い違い、間違い）を犯し  

ている状態をそのままに放置する人よりも、通常厳しく  

道義的に断罪される」という実例提示に明らかである。  

「作為」の前者に対して、後者の「不作為」の提起が実  

に鮮やかである。我々としては、その際に、やはり「黙  

認。放置の1assen」が用いられて、「jn．imIrrtum  

lassen」と記述的に表現されていることが啓発的であ  

る。後者を、より厳密に分節化すれば、  

「誰かが、解明しようとすれば出来るはずl（6nnterlの間遠い  

（思い違い、勘違い）を犯しているのを放置すること」   

これを更に厳密に規定すれば、次のようになり、「不  

作為」は明確に記述されて提起されうる。  

「適切に解明することによって誤りを終わらせようとすれば出  

来るはずk6nntenにも拘わらず、誤った状態が続くままに放  

置すること」。（68）   

かれが出発点とするのは、「作為と不作為」の双方に  

対して、道義的な判断が「相異なる。別種の。異種的  

な」（verschieden，nichtunterschiedlich）ものとして立  

てられているという通常態である。「不作為」に対する  

道義的な判断は、「作為の罪」とは比較にならないほど  

万人において鈍るからである。その「異種性」を確認し  

ながらも、これを問い直そうとビルンバッハーは、双方  

を「対概念Kontrabegriffe」へと形成する試みを思考  

実験するのである。（54）   

さて彼によって、「不作為」が、その概念分析として  

は、ほぼ全容を明らかにしていると考えられるので、こ  

こで、事例研究への言及と展開は立ち入ることなく、そ  
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Aが話すのを止める（そしてこのことによって対話相  

手Bを極度に重苦しい、対話によって軽減される心理  

的な状態に委ねる）場合、これは、不作為（Unter－  

1assen）である。対話を止めることそれ自体が行為を  

必要としないから。話を止めるということは、沈黙が始  

まるということを意味し、そして沈黙は、不作為の一例  

である。これに比してAが、対話の真っ最中で聞き手  

に重苦しさを課する場合には、対話の打ち切りは行為  

（Handeln）であり、したがってまた、Bが対話の単  

なる作為を通じた打ち切りによって起こるがままに放置  

するであろうことと同一のことが、Bに起こるがまま  

に放置する。行為の中断が不作為（それ以上話を続けな  

いこと）によって生じようと、行為（聞き手への圧迫）  

によって生じようと、、この過程全体の性格は変わらない。  

Bがいる過程、Aが何らかの方法で作用を加える過程  

がAによって引き起こされるわけでないかぎり、この  

出来事は総じて起こるがままに放置すること  

（Geschehenlassen）という性格をもつ。（58）「行  

為による、起こるがままに放置すること」が生じるのは、  

Aが救おうとする腕を溺れかかっているBから引っ込  

めて、このことによってBが溺れるままに放置する場  

合である。この場合もまた、進行する過程（Bの溺れ  

ること）を、それが打ち切られる時点まで阻止する、行  

為による介入が打ち切られる。（59〉   

更なる詳論が必要な点を残すが、いずれにせよ、以上  

によって「起こるがままに放置する」という範疇が、  

「怠慢という不作為」から区別された、より上位の概念  

として、「作為による不作為」を記述する概念としてあ  

り得るということが確定できた。「不作為」か「作為」  

を可能とするのであって、必ずしもその逆ばかりではな  

いという論理的な展望が得られたことを確認しよう。ハ  

ンブルクの列車内で起きた「暴力」に対して、17歳の少  

年が「ナ≠大壷Lモネの諸犯罪を可能とさせたのは、こ  

の途轍もない怨由心であったことを思い浮かべる」  

（かよeZe££Ⅴ．16．MaiNr．21，1997）と投稿しているが、  

それだけの精神的な成熟を見せているのが、今日のドイ  

ツでもある。  

命題（7）Aがしないこと（Unterlassung怠慢）は、  

重大な危険性がある。  

命題（8）Aは、自らが行為Hを実行しないということ  

を、知っている。  

命題（9）Aは、自らが行為Hを実行すべきであるとい  

うことを、知っている。  

命題（10）問題となる振る舞いVerlュaltenが、怠慢（不  

作為）elnUnterlassenとして把握されるのは、  

（そのつどの行為連関によって与えられる）より  

高次の記述が行為者の完璧な洪手傍観によって  

もまた実現されたであろう場合のみである。これ  

以外は、その振る舞いは、行為elnHandelnと  

して把握されるべきである。  

命題（11）Aは、Eが起こりかねない状況のなかにいる。  

命題（12）Aは、Eが起こること（あるいは、Eが起こ  

りかねないこと）を阻止するverhindernであろ  

う行為Hを実行することをしない（怠る）。  

命題（13）Eが、起こる。  

命題（1d）Aは、自らが行為Hを実行しない場合には、  

Eが起こることを知っている。  

命題（15）Aは、自分自身の行為によってEの積極的な  

種々の原因に加わるわけではない。  

命題（16）Aの行為が起こるがままに放置することein  

Geschehenlassenであるのは、その行為がAあ  

るいは他の人々によって主導される行為連鎖を、  

つまり、起こりかねない出来事Eを抑止。阻止  

する行為連鎖を打ち切りにする場合である。この  

場合、起こりかねない出来事Eは、Aによって  

引き起こされるわけではもちろんなく、また、E  

はさらに起こりつづける。（58）   

我々が取り上げたいのは、この最終的な、究極の段階、  

つまり「作為。行為による不作為＝起こるがままに放  

置」である。その場合、「怠慢。不作為（Unteト  

1assen）」と「起こるがままに放置（Geschehen－  

1assen）」との範疇としての差異を明確にしておこう。   

「不作為」も「行為」も、知らずして起こり得るのに  

対して、「起こるがままに放置すること」は、常に「そ  

れと知りながら（wissentlich）」でしかあり得ない。  

人物Aは、Bが溺れるのを救い出すことを知らずして  

（unwissentlich）怠り得るが、知らずしてBが溺れ  

るままに放置するということはあり得ない。AはBを  

知らずして殺すことはあり得るが、知らずしてBが死  

ぬがままに放置する D見殺しにする（sterben  

lassen）ことはあり得ないのである。（57）  

Ⅲ．   

最後に、フランスの側から提起されている二つの作品  

を一瞥することで、現代史における不作為問題を「日常  

倫理」の地平へと引き戻して考える姿勢を見ておきたい。  
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なってくることが稀ではありませんよ」（63）   

出来ることを何もしなければ、良心が痛む、介入すれ  

ば、善行へと「強いられた」という腹立たしい感情から  

逃れられない。これが簡明に定式化された、冒頭での独  

白である。「善なる土主」か「強制」され名主いう、由  

代人の不快感、●「腹立たLい感情」（！）（64）と、善行の  

「不作為」とに挟撃される人間の葛藤である。カミュは  

「ユダヤ人虐殺」を、敢えて大仰にそれとして設けてい  

ない。しかも、誰でも常に日常的に遭遇し得る体験を据  

えた点に、現代という時代の深層を問う姿勢を見ること  

が出来ようか。   

「われわれはなんぴとの無罪をも請け合えないのに、万人の  

有罪であ為土とは確実に断言できる。各人はすべて自分以外の  

罪を証言している、これがわたしの信念だし、ここにわたしの  

希望があるんです」（65）   

この「万人の有罪であること」とは、「不作為の罪」  

以外のなにものでもないであろう。  

6．悪の構成要素としての「不作為」、トドロヲの   

見解  

ナチズムの引き起こしたことを、強制収容所から生き  

残った者たちによる諸作品と証言をテキスト分析しなが  

ら、トドロブは、「悪との共犯の円環」を次々と取り上  

げたあと、次のような「少々暗い結論」を引き出す。  

「他人の不幸は、これを防ぐために我々が己れの平静を断念し  

なければならないとしたら、我々を冷淡にさせるものである。  

このことを知るのに、本当は収容所に行く必要などなかった。  

毎日我々の周囲で不正行為が行われていても、我々はそれを阻  

止すべく介入するわけではない。（……）周囲の極端な貧困を  

見ることにも、それをもう考えないことにも馴れている。（…  

…）挙げられる理由はいっも同じである。つまり、私は何も知  

らなかこたし、また知ったと土ろで、何も出来な方、二た土主セ  

あろう。」（¢0）   

そして、「無関心」を、「悪の出現」にとって論理的に  

必要不可欠な構成要素として組み込み、そこに、善悪の  

永久闘争の渦中に置かれた存在として人間の姿を確定す  

る。  

「悪が現実のものとなるには、何人かが行動するだけでは充分  

ではない。大多数がそばにいて、無関心でいなくてはならない。  

そして我々がその点で罪あることは、よく分かることであ  

る。」（61）  

「悪ほ偶発的なものではなく、常に現前し自在にでき、いっで  

も現れようとする。悪が表面化するには、何もしなくてよいの  

である。」（82〉  

トドロフによる「普通の人々」の「日常的な悪徳」の  

指摘は新鮮である。これに対して、彼は、先に取り上げ  

たドイツ人シュヴァンの探求する方向のモラルと同じく  

「気遣い」というモラルを対置するのである。  

終わりIこ代えて  

他者に対する危害（「作為の罪」）を排除するという原  

則と、自余のことは「自己責任」に委ねるという、今日  

一般に流布している道義観の構図に対して、「不作為」  

は、特有の次元を開示するものとして存在している。そ  

れは、或る事態の「阻止」に関わるべき行為次元を指示  

する。ところで、90年代欧州の出来事に対して、壁崩壊  

後の「東欧」への関心と「マーストリヒト」に集中する  

選択肢に関して「欧州政治家たち」が「優先順位」を  

誤ったと批判を下し続けるのは、東欧革命の優れた目撃  

者イギリス人歴史家ガートン。アシェ（66）である。「西  

側政治家が1991年にマーストリヒトによる通貨統合にう  

つつを抜かしている間にも、ヴコパルでは既に家屋が燃  

え上がっていた。我々は、その前兆を見ようとすれば見  

る土とが出来七いたトj：ずセあちた（hattensehen  

k6nnen）が、しかし我々は、それを見ようと欲する土  

主かなかこた（nichteswollten）」。このように、「西側  

はバルカンを見殺しにした」と、彼が自己批判する根拠  

へと導入する思想が、「不作為の罪」なのである。（87）  

7．カミュ『転落』の主題について  

第二次大戦を青年期に過ごした1913年生まれのカミュ  

は、『転落』において、「動機なき殺人者ムルソー」の造  

型から始まった作家人生を閉じるかのように、見知らぬ  

若い女性の「セーヌ川からの身投げ」という出来事に遭  

遇する体験を味わう花形弁護士、その零落する精神を描  

いた。   

「夜は、橋を渡らないことにしているんです。誓ってね。想  

像してごらんなさい。誰かが水中に転落したとします。そのと  

き、採る途ほ、二つにひとつです。河に跳び込んで引き上げる。  

これは、寒い頃だと最悪の結果になり兼ねませんよ！もう一つ  

は、その人の身から出たさびだとして見殺しにすること。これ  

はしかし、跳び込むべきところをそうしなかった後、痛みと  

註  

1．UnabhanglgeExpertenkommission：Schweiz Zweiレ   

erWeltkrleg．DieSchweizunddieFl（ichtlingezurZeit   

desNa仁ionalsozialismus（Hrsg∴WWW．uek．ch）同専門   

委員会のメンバーには、ドイツでも日本でもよく知られて   
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いるバートシェフスキ（元ポーランド外相）やザウル・フ   

リートレンダーも含まれている。ドイツ語紙からは、次を   

参爬。「戦時下でのスイスの難民政策に対する謝罪。専門家   

たちがナチ時代の亡命者問題を消化克服」（99年12月11日付   

「ディ・プレッセ」）、「反ユダヤ主義を基盤にした防衛的な   

難民政策」（同日付け、「新チューリッヒ新聞」）、「大統領が   

スイスの亡命者政策に遺憾の意。第二次世界大戦に対する   

委員会が、ベルンは数万人のユダヤ人を救うことが出来て   

いたはずと公表」（同日付け「ベルリン新聞」）、「スイスは   

国境開放によって何万人ものユダヤ人を救うことが出来て   

いたはず。ベルジェ委員会が第二次大戦中スイスの人間蔑   

視の難民政策に対する報告書を公表」（同日付け、「フラン   

クフルクー。ルントンャウ」）、「委員会が第二次大戦中の態   

度を批判。スイスは何万人ものユダヤ人に対して支援を拒   

否した」（同日付け、「南ドイツ新聞」）。日本では、次の報   

道を参照。「スイス、入国拒否、戦時中ユダヤ難民2万4000   

人独支配地に追い返す」（同日付け、「読売新聞」）、「スイス、   

ユダヤ人入国拒否、ナチの目棟助ける」（12月14日付け、   

「朝日新聞」）。  

2．UEI（．：Ibid．S．286  

3．UEK．：Ibid．S．273－S．286また、前掲「読売新聞」も参   

照。同報告書は、「全人類に対して問いを投げかける時代」   

を研究するという自覚をもつ。というのも、第二次世界大   

戦は、他のいかなる紛争とも遮っていた。つまり、それま   

で知られていない次元の軍事的対立にかてて加えて、「人種   

的な大量殺害」が、「男、女、子ども数百万人の組織的な絶   

滅」が登場したというのである。正当な認識である。  

4．前掲各紙を参照。  

5．参照「国連に対する厳しい批判－ルワンダでのジェノサイ   

ドに深刻な共犯【」（「ディ。プレッセ」99年12月18日付   

け）「人種殺害、アナンがルワンダでの国連の任務を謝罪」   

（「フランクフルクー・ルントシャウ」同日付け「人種殺害   

からの教訓」（「ねz」同日付け）「国連、対応怠った、ルワ   

ンダ大虐殺」（「朝日新聞」1999年12月18日付け）「ルワンダ   

虐殺も国連に責任」（「読売新聞」同日付け）、「ルワンダ虐   

殺の国連対応を批判」（「毎日新聞」同日付け）。  

6．Aus：“Weltversagen，amtlich”von Andreas   

Schwarz，auS：Die Presse v．18．12．1999  

7．「朝日新聞」99年12月26日付け「アナン国連事務総長特別   

寄稿」より。  

8．本稿が特に関わるテキストとして、次のものを参照。ヴァ   

イツゼッカー箸山本務訳者『過去の克服・二つの戦後』   

（NHKブックス705、1994年）P．20－P．42。なお、「過去   

の克服」に関するドイツでの文献ほ、この十数年間で次々   

に公刊されており、その文献目録としては、次の二つが参   

考になる。EckhardJesseu．KonradL6w（HrsgT．）：Ver－   

gangenheitsbeLudlLigung，Dunker u，Humblot1997，   

Jtirgen Danyel（Hg・．）：Die geleute Ver・gangenheiL，   

AcademieVerlag1995  

9．同上、P．25－P．29「罪責問題」。  

10．同上、PP．49を参照。ヴァイツゼッカーは「組織化され   

た意味におけるホロコースト」と、これに至る過程におけ   

る「帝国水晶の夜」「ユダヤの星の刺繍」などの諸現象を分   

けて考える。前者のことを「ドイツ人が知っていた」とい   

うように演説しているわけではないし、また、同演説をそ   

のように読むことは、誤読である。  

11．「待ちに待ったことが起こらない」という意味で、ドイツ   

語は、この単語をもっ。例えば99年の今年、NATOによる   

セルビア空爆に関するスーザン。ソンタグの見解の核心箇   

所、「かりにNATOが戦争一般を否定していたとするなら   

ば、それはコソボの人々にとって、どういう事態を意味し   

ていたでしょう 一助けは来ない、ということです。ボ   

スニアの人々がセルビアとクロアチアの侵略者の攻撃にさ   

らされていた－殺され、爆撃されていた一三年の   

間、結局NATOが彼らに伝えたメッセージは、助けないと   

いうことだったのです。何事かをしない、つまり不作為。   

それもまた行為なのです」（「朝日新聞」1999年7月15日付   

け、作家大江健三郎との往復公開書簡）と言われる場合、   

この「助けは来ない」は、ドイツ語ならば、“DieHilfe   

bleibtnochimmeraus．”と表現するところであろう。「支   

援の不作為」の自覚から、「積極的な介入」への道の論理を   

提起したのは、彼女であった。なお、「不作為」を表現する   

ドイツ語の語彙論としては、後述。「不作為」を判断する際   

に、例えば、「解明しようとすれば出来るはずk仁）nntenの間   

違いを誰かが犯しているのを放置する」という記述を対象   

とする。ソンタグの「かりに…していたとするならば」と   

いう文脈の導入ほ、「仮定」という「思考」の文脈である。   

それは「反事実」、あるいは、「仮想」の文脈ではない。ま   

た、『介入？人間の権利と国家の論理』（エリ・ウィーゼル、   

川田順造編、鹿瀬浩司・林修訳、藤原書店刊、1997年）は、   

「介入」に対する各分野の学者たちの考え方を示す。  

12．最近の画期的な研究としては、邦訳も直ちに公刊された   

ゲッツ・アリーの著が挙げられる。G6tzAly：助dJ∂s肌g．   

m抽eruerscんieと・比托gl川d der Aオordα几derもeurqpdis－   

cんeJl血deれ，S．Fischer1995ゲッツ・アリー菅山本尤・三   

島憲一訳『最終解決一民族移動とヨーロッパのユダヤ   

人殺害』（法政大学出版局、1998年）。  

13．この三段階の範疇化は、後述するディ一夕ー・ビルンバッ   

ハ一昔『作為と不作為』「緒言」冒頭での記述から示唆を受   

けたものである。Vgl．DieterBirnbacher：TunuTLd  

‘eJ，JαSSerl，Reclam1995，S．9  

14．拙稿「罪責問題。その哲学的展開」（『九州看護福祉大学紀   

要第1巻第1号』p．233－p．243）を参照。  

15．「作為」の論理もまた、二重性を帯びていることは、別に  
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考察する予定。  

16．Richard Matthias Mtiuer；Normal－Nullund dte   

ZIJたu7沼 der deuとscんe7t Ve′1gαnge71んe££s占eLUdJ££gl招g，   

SHVerlag・1994，S．62，S．63  

17．Richard von Weizs註cker：Ein unbeugsaTneTI   

Getst Lmd eiTtftihlendes Herz，in：EberhardJ益ckel   

（Hrsg．）：刀emoんrα£iscんe ムeide柁SCん（沼，DVA1994，   

S．241－S．251この演説は、ナチ時代の問題は「端的に意」   

が、戦後の現在では、「精神の弱さ」が問題であるとして、   

双方を「不作為」の視点から束ねたものとして重要な演説   

である。  

18．「想起」とほ、ヴァイツゼッカーが大統領としての政治活   

動をするに当たって、85年演説とともに「鍵概念」とした   

ものであったが、相前後して、「想起の文化」と規定できる   

ものが形成されて、「想起と歴史」、「集団の自己同一性」な   

ど注目すべき研究分野が開拓されるに至っている。  

19．Ute Heimrod，Gtinter Schlusche，Horst Seferens  

（Hrsg・．）：かer ヱ）erlゐmαJ8とre‘〔。dαぶ かerもゐmαエア 戯乃e   

Dohumentation，PhiloVerlag1999，1298Seitenを参照   

出来る。本書は、殺害されたユダヤ人に捧げられている。  

20．KlausNaumann：かer晶1iegαgS7セ裏．刀αSJαんrJタイ5   

£mん比加eJJ帥Geddcん£nisderPreぶSe，Hamburgel－Edi－   

tion1998ハンブルク社会研究所所員のクラウス。ナウマン   

は、「戦後50周年の記念の年」に輩出したドイツのメディア、   

436にのぽる日刊紙と週刊紙を狩猟し、「ドイツ人の潜在的   

な自画像」と「諸テキストの話法」を提起する。筆者も、   

ヴァイツゼッカー「5月8日演説」が終戦日に対して「解   

放か、崩壊。敗戦か」という問題提起を行っているものと   

して読解していた。前出の拙訳者「論考編」、拙稿「ヴァイ   

ツゼッカー演説と『5月8日』の歴史意識（1）（2）」（『駒繹大   

学外国語部論集』第42号1995年、P．65→P．79，同第44号  

1996年9月，P．209－P．227）を参照。  

21．Jan Hoger Kirsch：≫Ⅳirんαむe几α比S der（プescん‘c如e   

geJer雨≪．かerβ．〟αiα～ぶpO′if£s亡んer Ge（ブe几如αgよ几   

上k㍑とβCんJα几d，B6hlauVerlag・1999本書は、「1945年5月   

8日が、解放の日か政戦の日か、同時に双方なのか」とい   

う問題に対して、1985年と1995年との記念日の形態と内容   

を初めて描いたものである。  

22．「図書新聞」1998年1月1日号、拙稿「戦争と罪をめぐっ   

て、ドイツの場合」、拙稿「罪責問題・その哲学的展開」   

（『九州看護福祉大学紀要第1巻第1号、1998年3月発行   

p．233－p．243）を参照。なおカール。ヤスパース着かie   

ぶcん比J伊αge（1946）（『戦争の罪を問う』橋本文夫訳、平   

凡社ライブラリィ、1998年）に関して、アメリカで、アン   

ソン。ラビンバッハ（プリンストン大学・歴史学者）に   

よって『破局の影の下で一終末論と啓蒙主義の狭間のドイ   

ツ知識人－』（1997年）で、終戦直後の講義の雰囲気などに   

も言及し、また、論点も正確に主題的に考察されていた。   

珍しいことではなかったか。これを受けて、後述するドイ   

ツ人ヘルムート・ドゥビールは、ヤスパースとアーレント   

とによる「罪責問題」の把握の相遵を明らかにしながら、   

ヤスパNスを批判的に要約している。AnsonRabinbach：   

J托£んe馳αdoLU q／α‡とαSfropんe．Ge′、mα托血£eJJeた‘uα～占   

わef∽ee柁Apocαレクgeα乃d屈花物最e乃me叫Universityor   

CaliforniaPress1997，P．129¶p．165また、市村弘正著   

『敗北の二十世紀』世雑書房、1998年）、特にpp．103も参  

照。23．Helmut Dubiel：州emα托d £s£／Jle£ uoJlder   

Cescんよcん£e．刀£e rlαdonα～soz£αJよs最cんe月gデーrざCんqβiれ   

de花月eわα比e托des刀eu£sc力e花月江托desとαgeS，Cal－1Hanser   

Verlag・1999  

24．Dubiel，H．：ibid．S，10なお、ヤスパースが「民法」から借   

用して創出した「政治的な賠償責任」（diepoli仁ischeHaト   

tung）を継承して、ドゥビールは正確で、しかも自分自身   

の考えも提起する考察を見せていて、重要。  

25．SaulFriedlander：Geわよder丘■ri几乃e用れg〃αme托，Ver㌧  

1agC．H．Beck1999，S．29S．31フリートレンダー（1932年   

プラハ生まれ）の講演は、その著『第三帝国とユダヤ人（1）   

一迫害の歳月1933年－1939年』（1997年に英語版、1998   

年にドイツ語版公刊、未邦訳）に対して授与された1998年   

度自バラ兄妹賞受賞講演である。Friedlander，S，：WeTm  

die Eri肌erung hommt．Aus dem Franz6sischen von   

HelgardOestreich，Beck1998は、フリートレンダーの自   

伝である。  

26．Vgl．PaulRicoeur：Das RdLselder Vef・gangenheit．   

屈「£几nerJt－VもrgeぶSeJl】Verze£んe7も，WallsteinVerlag  

1998また、ドイツ側からは、古代ギリシャ史を専攻しなが   

ら、同時代史に対して、現代の特有性を見てゆくエッセイ   

を公刊するクリスティアン・マイヤー（1929年生まれ）の   

著も啓発的である。ChristianMeier：VierzigJbhrenach   

血JgCた∽よ£z．伽u‘ざCんe（プeβCんic如ざerよ几柁erα几g んeα‘e，   

C．H．Beck2．Aufl．1990，ibid．：Erlnnern－Verdrangen   

－ VergesseJ川，i几．・ 凡才屈月∬U月 Ⅴ．570－   

571，9．10．1996，S．937－S．951  

27．R．Ⅴ．Weizs温cker：Vier Ze托eれ，Siedler Verlag1997，   

S．80邦訳としては、永井清彦訳『ヴァイツゼッカー回想   

録』p．53下段。なお≫hattetunk6nnen≪（couldhave   

done）「することが出来たはずであった」という鍵概念の含   

意の分析に関しては、現代イギリスのムーア、オーステイ   

ンらによる分析哲学と併せて、行為理論として別に詳細に   

考察しなければならない。とりあえずは、次のものを参照。   

Wilhelm Vossenkuhl：Freiheit zL［handeln，in：Hans   

MichaelBaumgartner（Hg．）：Prin2わFreiheit．Eine   

AIJぶei乃αれdeJISe£z比乃g比mαα几Cer乙α几d（プre托ge几£rα几－   

S2e乃deJlfαゎんiわざ呼〉ん£わぶOpんiぶCゐe汀 βeれゐeJlrS，Verlag  
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KarlAlber1979，S．97－S．138前出、拙訳者p．222「不作   

為の罪」の提起を参照。  

28．Dubiel，H．：ibid．S．16－S．21「罪とは厄介な概念である」   

から始まる、ヤスパース、アーレントに関する考察は、優   

れた要約になっている。しかし、ヤスパースの「道義的な   

罪、形而上学的な罪」に言う「罪」を「比喩」だと規定し   

たり、「罪とは厳密に逆説的にも、これを認めない場合に生   

じる」と規定するのは、幾分「杜撰」で「約め過ぎ」とい   

う批判を免れえないであろう。彼が依拠するシュヴァンは、   

もっと掘り下げて考えている。「罪が発生するのは、逆説的   

だが、私が罪を拒否するとき、つまり、私が罪を私の人格   

的な自己同一性へと組み込もうとしないとき、私が内なる   

矛盾を溶暗したり見てみぬ振りをすることによって回避し、   

もみ消そうとするときである」GesineSchlVan：PoJi£よた   

比れdぶcん㍑紘瓜e zerβ摘Jlよscんe凡才αC加desぶcゐ∽eよgeれS，   

FischerTaschenbuch1997，S．46シュヴァンは、太古の善   

意観に対してはポール。リクールを援用し、刑法上の「罪   

と責任」概念を吟味し、さらに「形式的な構造」を規定し、   

ようやくヤスパースに至って「実質的な共通性」を見出す。  

29．ツヴエタン。トドロフ著『極限に面して一強制収容所考   

一』（右京頼三訳、法政大学出版局1992年）p．180ドイツ   

語版としては、次のものを参照。TzvetanTodorov：An－   

gesichtsdesÅusersten，tibersetz仁vonWolfgang王‡euer   

und Andreas Knop，Wilhelm Fink Verlag・1993，   

S．169，S，170，S．175  

30．トドロフ、前掲書p．180  

31．トドロフ、前掲書p．180  

32．Vgl．RichardMatthiasMd11er：NormalNullunddie   

Zllた比J帝 der deαねcゐerlVセrgα乃g帥んeよ£sわe∽dJわg江柁g，   

SIi－Verlag1994，S．62－S．64リヒャルト・マティアス・   

ミュラーは、「悪の作為と出来る限りの善なることの不作   

為」を対置し、［双方の境界規定が考慮の外に放置されてき   

たこと］を、ドイツの罪に関する討議の弱点のみならず、   

「伝統的な道義理論の弱点」でもあると指摘し、R．Mヘア   

著『道徳的に考えること』（内井惣七、山内友三郎監訳、到   

葦書房、1994年）による、他者に対する期待度「通常【   

零」理論を導入する。この検討は、別稿に委ねる。  

33．例えば、ドイツ紙「ディ・ツァイト」が第一面で論評して   

論議を呼んだ、ハンブルクでの暴行事件に際する「そして   

誰も見やらない、傍観社会」と、これに対する論議を参照。   

かJgZ且Jrv．18．April，25．4．，2．5リ9，5．1997  

34．Kurt Bayertz：戯れeん～eよれe GeぶCんic如e derガerゐ比7漬   

der Verα托£∽Orよ㍑花g，in：Kurt Bayertz（Hrsg．）：Ve－   

r（川血肌打払∽g j）「£几Zわ0（ねr j）roわgeJ乃アWiss．Buchges．  

1995，S．46拙稿「歴史に対する責任問題一現代責任論の位相   

－」（『駒繹大学外国語部論集』第46号p．59－p．81）で幾分   

かほ言及されている。  

35．Bayertz，K．：ibid．S．46，Hans Lenk u．Matthias MarL  

ing：Verantwortung，1n：Lutz H．Eckensberger u．Uト   

rich G且hde（suhrkamp1993）Ethische Norm und em－   

pirischeHypothese，S．223行為理論の立場から、行為を   

「解釈による構成」によって記述されるべきものとして打   

ち立てるのに寄与しているのが、「不作為の行為」である。   

「自覚的な、意図された不作為」が「行為の抑圧」として   

「解釈による構成」を必要としていると正当に指摘される。  

36．SchwanG．：ibid，S．220「平和で自由な共存のための諸規   

範」を参照。  

37．近代国家の本質が諸価値に対する「中性国家」であること   

を、明治天皇制国家の成立分析に際して、終戦直後の日本   

で対置したのは、周知のように政治学者丸山眞男「超国家   

主義の論理と心理」（『丸山眞男集第3巻』1995年、岩波書   

店、p．17－p．36）の功績であり、それは、その後も日本国   

家の近代国家への転換という現実と相即し、また学問的に   

も有効な視点であった。しかし、その一方で、丸山は、例   

えば、戦後ドイツのエルンスト】ヴォルフガング。ベッケ   

ンフェルデとともに有名な「自由主義的で、世俗化された   

国家は自らが保証することの出来ない諸前掛こよって生き   

ている」という、もうひとつの厳しい「楯の反面」が「民   

主主義体制」の実質であることも強調する。近代国家が存   

立できるのは、国家がその市民に保証する自由が内部から   

個々人の道義的な実質と社会の同質性によって調節する場   

合に限られる。他方で国家は、内部的な調節力を、例えば   

法権力や権威的な命令という手段によっては保証しようと   

試みることが出来ない。これに関する古典的な論文として   

は、次を参照。Ernst Wolfgang B6ckenf6rde：   

且わ£ざよeん比ng deざ段αα£esαgざ Vorgαれg（ブer滋んuJαr‘－   

sation，in：Recht，段αat，Freiheit．Studien2：ur Recht－   

philosophie，StaatstheorieundVerfassungsgeschichte，   

Suhrlはmp1991，S．92－S．114ここに、「不作為」問題の発   

生を論理的に不断に学んだものとして存立する「民主主義   

体制」の姿と、その活性化という課題を見ることができよ   

う。  

38．Zitiert von Fritz SterIl：かαββi几eβcん∽eigerl，His－   

torischeEssays，C．H．Beck1999，S．172  

39．Walter Kempowski：Haben Ste dauon gewL［Bt？   

刀euよSCんe A几£∽Or‘eJl．βie de以仁S亡んe属ナ0托iゐW，Gold－   

mannverlag1999（1979AlbrechtKnausVerlag）本書   

は、79年公刊のものが、新書版へと復刊されたものである。  

40∴Kempowski，W．：Ibid．S．5  

41．Kempowski，W．：lbid．S．12  

42．Kempowslこi，W．：Ibid．S．38  

43．Kempowslくi，W．：Ibid．S．12  

44．Xempowski，W∴Ibid．S．88  

45．Kempowski，W．：Ibid．S．143なお同書に「後書き」を寄  

▼て7－   
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die Dinge laufenlassen，lockerlassen，   

nachlassen（Nachlassigkeit，VernaChlassigen），Offen－  

lassen，Sitzenlassen，Stehenlassn，VOrbeigehenlassen，   

weglassen，Zufriedenlassen，日本語としては、「寝たきり   

老人」は存在しない、「痩たせ垂ら老人」が存在するだけだ   

というように、「介護責任」と「不作為」の観点から日常言   

語批判を実行して初めて問題の所在が見えてくる点にも注   

意。メディアで経済企画庁による『ミニ経済白書』から、   

日本経済の長期低迷の原因を金融機関による不良債権処理   

の遅れにみて、官民双方における「不作為」を認め、その   

際に「起真名と困る土とは起きなし◆、土主た」という、より   

突っ込んだ表現が報道紹介された（「毎日」1998年12月28日   

付け）。言語による記述次元への対象化が要求されているの   

である。  

52．Dieter Birnbacher：Tun und Unterlassen，Reclam  

1995Ibid．S．9「緒言」より。なお本書の文献一覧は、有   

益。  

53．Ibid．S．103，S．104「起こるがままに放置一不作為の特   

別形態－」より。  

54．Ibid．S．9「緒言」より。  

55．Birnbacher，D∴ibid．S．50「不作為の拡張形態」より。  

56．Birnbacher，D．：ibid．S．32¶S．114以上の全16命題を、と   

りあえず取り出してみた。ビルンバッハー自身は、各命題   

に詳細な論究を与えている。  

57，Ibid∴S．104 第14番命題に関わる。  

5臥Ibid∴S．111「行為による不作為」より。  

59．Ibid．：S．112「行為による不作為」より。  

弧トドロフ著前掲書p．180  

61．トドロフ著前掲書p．86  

62．トドロフ著前掲書p．186持田季末子著『希望の倫理学』   

（平凡社選書182、平凡社、1998年）p．190】p．204，pp．118   

を参照。日本では、作家井上ひさしがヒロシマで生き残っ   

たが故の「罪」、ヤスパースの所謂「形而上学的罪」に相当   

する罪を戯曲化した。『父と暮せば』（新潮社、1998年）参   

照。「ビルンバッハー第16番命題」に関わる戯曲化でもある。   

井上は、「うちはおとったんを地獄よりひどい火の海に置き   

去りにして逃げた娘じゃ。そよな人間にしあわせになる資   

格はない」（p．99）と、潜らせながらも、「父」（娘の対話相   

手としての幽霊）をして、「双方納得ずく」（p．103）の死別   

として確認させ、稀なケースを通らせ、巧みに描いた。全   

体として、死者（彼岸）との自己内対話が客観化され、も   

う一度此岸の生の回復如何を問うものであり、哲学の問題   

構成が演劇化されている点でも注目に値する。  

63．カミュ著『転落。追放と王国』（佐藤朔、窪田啓作訳、新   

潮文庫1968年発行、1998年35刷）p．19－p．20独訳で   

は＞nach unterbliebenen Kopfsprtingen＜と、「un－   

Lerbleiben」（「なされないままでいる、起こらない、行わ  

せるオイゲン・コーゴンも書くように、「不作為」とは常に、  

「要求されているセあろう（errorderliclll〟かe）ことの一   

般拠ある一息慢。不作為」（143）と、「接続法」として語   

られるものである。  

46．Stern，F∴ibidリS．158－S．173  

47．Stern，F∴ibid．S．160  
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